
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

（１）基本的な考え方 
当社は、グループの事業を統括する持株会社として、「経営理念」のもと、経営資源の効率的な活用と適切なリスク管理を通じ、長期的な安定と 
発展を実現するため、透明性と牽制機能を備えた経営体制を構築し、企業価値の向上に努めています。 
 
（２）経営体制 
当社は、監査役会設置会社として、取締役（会）および監査役（会）双方の機能の強化、積極的な情報開示等を通じ、ガバナンスの向上に取り組 
んでいます。 
執行役員制度を導入し、経営意思決定および監督を担う「取締役（会）」と業務執行を担う「執行役員」の役割を明確化してグループ経営管理の強 
化を図ります。また、経営から独立した社外人材の視点を取り入れて監視・監督機能を強化し、透明性の高い経営を行うため、取締役１３名のうち 
４名、監査役５名のうち３名を社外から選任しています。また、取締役会の内部委員会として、「人事委員会」「報酬委員会」を設置し、委員の過半 
数および委員長を社外取締役とします。  

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明 

―――  

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

―――  

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

最終更新日：2011年11月25日

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
取締役社長 江頭敏明

問合せ先：総務部 03-6202-5265
証券コード：8725

http://www.ms-ad-hd.com

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 30%以上

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）
トヨタ自動車株式会社 52,610,933 8.31

日本生命保険相互会社 36,325,258 5.74

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 30,121,500 4.76

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 25,912,900 4.09

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 25,304,427 4.00

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS 11,890,500 1.88

NATSCUMCO 9,632,420 1.52

MELLON BANK, N.A. AS AGENT FOR ITS CLIENT MELLON OMNIBUS US PENSION 8,757,726 1.38

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS 8,041,398 1.27

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 7,536,447 1.19

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、大阪 第一部、名古屋 第一部

決算期 3 月

業種 保険業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

―――  



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【監査役関係】 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 13 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
関 俊彦 学者        ○  

渡邊 顯 弁護士    ○    ○  

梅津 光弘 学者    ○    ○  

角田 大憲 弁護士    ○    ○  

a 親会社出身である
b 他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外取締役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

関 俊彦 ○ 東北大学名誉教授

法律学者としての知識や経験を当社の経営に 
反映していただくため。 
法律学者としての専門的な知識や経験を有し 
ており、一般株主と利益相反が生じるおそれは 
ないと判断しております。

渡邊 顯 ○ 成和明哲法律事務所弁護士

法曹としての知識や経験を当社の経営に反映 
していただくため。 
法曹としての専門的な知識や経験を有してお 
り、一般株主と利益相反が生じるおそれはない 
と判断しております。

梅津 光弘 ○ 慶應義塾大学商学部准教授

学者として企業倫理などに関する知識や経験 
を当社の経営に反映していただくため。 
学者として企業倫理などに関する専門的な知 
識や経験を有しており、一般株主と利益相反が 
生じるおそれはないと判断しております。

角田 大憲 ○ 中村・角田・松本法律事務所弁護士

法曹としての知識や経験を当社の経営に反映 
していただくため。 
法曹としての専門的な知識や経験を有してお 
り、一般株主と利益相反が生じるおそれはない 
と判断しております。

監査役会の設置の有無 設置している



監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査役と会計監査人の連携状況については、定例の打合せ会により監査計画、監査実施状況、監査結果等に関して、会計監査人から報告・説 
明を受けます。また、必要に応じ会計監査上の諸問題について意見・情報交換を行います。 一方、監査役と内部監査部門の連携状況について 
は、定期的に連絡会を開催し、監査方針、監査の実施状況等について意見・情報交換を行います。また、内部監査部門による監査結果は、全件 
監査役に報告します。 

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

定款上の監査役の員数 6 名

監査役の人数 5 名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
安田 莊助 公認会計士    ○    ○  

野村 晋右 弁護士    ○    ○  

手塚 裕之 弁護士    ○    ○  

a 親会社出身である
b その他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

安田 莊助 ○
仰星監査法人（元）理事長代表社員、 
（現）特別顧問

公認会計士としての知識や経験を当社の監査 
に反映していただくため。 
公認会計士としての専門的な知識や経験を有 
しており、一般株主と利益相反が生じるおそれ 
はないと判断しております。

野村 晋右 ○ 野村綜合法律事務所弁護士

法曹としての知識や経験を当社の監査に反映 
していただくため。 
法曹としての専門的な知識や経験を有してお 
り、一般株主と利益相反が生じるおそれはない 
と判断しております。

手塚 裕之 ○ 西村あさひ法律事務所弁護士

法曹としての知識や経験を当社の監査に反映 
していただくため。 
法曹としての専門的な知識や経験を有してお 
り、一般株主と利益相反が生じるおそれはない 
と判断しております。

独立役員の人数 7 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他



執行役員を兼務する取締役の報酬については、会社業績および個人業績に連動する制度としています。  

該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

全取締役の報酬等の総額および当該金額のうち社外取締役の報酬等の総額並びに全監査役の報酬等の総額および当該金額のうち社外監査役 
の報酬等の総額を開示しています。 
平成２２年度における当社の取締役に対する報酬その他職務執行の対価の総額は２６９百万円（うち社外取締役４８百万円）、また当社の監査役 
に対する報酬その他職務執行の対価の総額は７５百万円（うち社外監査役２３百万円）です。  

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

各取締役の報酬等の額については、株主総会の決議により定めた金額の範囲内で、業績向上に向けたインセンティブとしての機能、長期的な企 
業利益・企業価値への貢献、グローバル企業として競争力のある報酬水準などを勘案のうえ、透明性を確保するため社外役員が過半数を占める 
報酬委員会における審議を経たうえで取締役会の決議により決定することとしております。各監査役の報酬等の額については、株主総会の決議 
により定めた金額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査役の協議により 
決定することとしております。 
なお、株主総会の決議により、取締役の報酬は年額５億円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）（うち社外取締役年額6,000万 
円以内。）、監査役の報酬は年額１億1,000万円以内とする旨を定めております。 

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

社外取締役は総合企画部が、社外監査役は監査役室が補佐する体制としています。 
なお、取締役会付議議案については、取締役会の事務局である総合企画部が、社外取締役および社外監査役に事前説明を行います。また、リス 
ク情報等については、社内外を問わず全取締役・監査役に対して随時報告を行います。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 

（１）業務執行、監督の機能 
イ．取締役会 
取締役会は、グループ全体の経営重要事項について論議、決定するとともに、取締役、執行役員の職務の執行を監督しています。これらの機能 
を一層強化するため、４名の社外取締役を選任しています。 
ロ．グループ経営会議 
経営方針、経営戦略、会社およびグループの経営に関する重要な事項について協議するとともに、執行役員による決裁事項についてグループ経 
営会議規程に基づき、報告を受けることにより具体的な業務執行のモニタリングを行っています。 
ハ．課題別委員会 
業務執行上の経営的重要事項に関する協議および関係部門の意見の相互調整を図ることを目的に、課題別委員会を設置しています。委員会の 
協議結果は、必要に応じて担当役員が取りまとめ、取締役会、グループ経営会議等に報告しています。主な委員会は以下のとおりです。 
・グループ経営モニタリング委員会（原則月２回） 
当社が直接出資する子会社の取締役会および経営会議等の付議事項について報告を受け、グループ会社の財務の健全性、リスク管理および業 
務の適切性を確認します。 
・リスク・コンプライアンス委員会（原則年４回） 
グループのリスク管理状況・コンプライアンス態勢のモニタリングおよびこれらの重要事項の協議・調整等を行います。 
・情報開示委員会（原則年４回） 
財務情報をはじめとする当社の企業情報を適正に開示できるよう、社内の業務プロセスを検証し、内部統制の有効性評価を行います。 
 
（２）指名、報酬決定の機能 
透明性確保のため、取締役会の内部委員会として社外取締役を過半数とする「人事委員会」および「報酬委員会」を設置しています。 
・人事委員会 
当社の取締役・監査役・執行役員の候補者および当社が直接出資する子会社の取締役・監査役の選任等の重要な人事事項について審議し、取 
締役会に助言します。 
・報酬委員会 
当社の取締役・執行役員の報酬および当社が直接出資する子会社の役員報酬体系等について取締役会に助言します。報酬委員会がその機能 
を十分に発揮するため、当社は、報酬委員会メンバーである社外取締役の所属企業（または法人）との間で取締役または監査役の相互兼任を行 
っていません。 
 
（３）監査・監督の機能 
イ．監査役会 
監査役会は、常勤監査役２名、非常勤監査役（社外監査役）３名で構成されています。各監査役は、監査役会で定めた監査の方針・計画等に従 
い、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、社内各部の監査、子会社の調査等により、取締役の職務の執行、内部 
統制等について監査します。なお、監査役は必要に応じて会社費用により外部アドバイザーを活用することができます。 
ロ．会計監査 
有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しました。なお、当該監査法人と当社との間には特別な利害関係はありません。  

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、監査役会設置会社として、取締役（会）および監査役（会）双方の機能の強化、積極的な情報開示等を通じ、ガバナンスの向上に取り組 
んでいます。 
執行役員制度を導入し、経営意思決定および監督を担う「取締役（会）」と業務執行を担う「執行役員」の役割を明確化してグループ経営管理の強 
化を図ります。また、経営から独立した社外人材の視点を取り入れて監視・監督機能を強化し、透明性の高い経営を行うため、取締役１３名のうち 
４名、監査役５名のうち３名を社外から選任しています。また、取締役会の内部委員会として、「人事委員会」「報酬委員会」を設置し、委員の過半 
数および委員長を社外取締役とします。  

ストックオプションの付与対象者

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 ２０１１年６月２９日開催の第３期定時株主総会では、６月７日に発送しました。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能としています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォームへ参加しています。

招集通知（要約）の英文での提供 ホームページに招集通知の英訳を掲載しています。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループディスクロージャー基本方針ならびにＩＲポ 
リシーを策定し、インターネットホームページで開示しています。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算発表後の決算説明電話会議、年２回、決算（年度・中間）発表後にＩＲミー 
ティングを実施しています。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 米州、欧州、アジア等の海外を訪問し、投資家向けに個別説明等を行ってい 
ます。

あり

IR資料のホームページ掲載 ホームページに掲載するほか、投資家向けにニュースリリースのメール発信 
も実施します。

IRに関する部署（担当者）の設置 広報・ＩＲ部内に専任担当者を配置しています。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

「経営理念」において、社会の発展と地球の健やかな未来を支えることを掲げ、それを実現する 
ための「行動指針」の中で「革新－わたしたちは、ステークホルダーの声に耳を傾け、絶えず自 
分の仕事を見直します」と定めています。  
 

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社および主たるグループ会社で環境マネジメントシステムの国際規格ISO１４００１の認証を 
維持しており、インドネシアにおいて植林活動も実施しています。また、ＷＥＢ約款や電子契約 
手続きの普及推進など、本業を通じた地球環境保護の取組み「Green Powerサポーター」を展 
開し、普及実績に応じた金額を地球環境保護に取組む基金などに寄付をしています。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ディスクロージャー基本方針を策定し、インターネットホー 
ムページで開示しています。

その他 CSRに関わる報告を、インターネットホームページ上で広く開示しています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

会社法及び会社法施行規則に基づき決定した「内部統制システムに関する基本方針」の概要は以下のとおりであり、本方針に基づき体制を整備 
しております。 
 
イ 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
直接出資会社との間で締結する経営管理契約に基づき、グループの基本方針について遵守を求めるとともに、直接出資会社の重要事項につい 
て、当社の承認又は当社への報告を求める。また、原則として、孫会社については、経営管理契約に基づき、直接出資会社が自らの子会社につ 
いて適切に経営管理を行う。 
 
ロ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
迅速な意思決定と適切なモニタリングを両立させるため、執行役員制度を導入するとともに社外取締役を選任し、取締役の員数を１５名以内とす 
る。 
 
ハ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
ａ．当社及びグループ会社は、当社の取締役会が策定する「ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ コンプライアンス基本方針」に従い、全役職 
員に対しコンプライアンス意識の徹底に取り組み、法令や社内ルール等を遵守し、高い倫理観に基づいた事業活動を行う。また、反社会的勢力排 
除のための体制整備に取り組み、全役職員に反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み、不当、不正な要求に応じない旨を徹底する。 
ｂ．当社及びグループ会社におけるコンプライアンスの推進・徹底を図るため、コンプライアンス統括部門などの組織・体制を整備し、グループ全 
体のコンプライアンス推進状況を定期的に取締役会に報告する。また、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進状況のモ 
ニタリングを行い、同委員会で確認された課題について必要な措置を講じる。なお、組織的又は個人による不正・違反・反倫理的行為について、全 
役職員が社内の窓口及び社外弁護士に直接通報できるグループ内部通報制度を設ける。 
 
ニ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制（統合リスク管理体制） 
ａ．「ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ リスク管理基本方針」に従い、当社及び当社グループ会社で基本的な考え方を共有するとともに、統合 
リスク管理を適切に行うため、リスク管理部門などの組織・体制を整備し、グループ全体のリスク及びリスク管理状況を定期的に取締役会に報告 
する。また、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク及びリスク管理状況のモニタリングを行い、同委員会における協議結果（統合リスク管 
理（定量）確認結果を含む）に基づきリスクの回避・削減などの必要な措置を講じる。 
ｂ．グループ会社の危機管理・事業継続計画の整備状況を確認するとともに、グループ全体の危機管理・事業継続計画を整備する。 
 
ホ 財務報告の信頼性を確保するための体制 
監査役のうち最低１名は経理又は財務に関して十分な知識を有する者を選任する。また、「ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ 情報開示統制 
基本方針」に従い、財務情報その他グループに関する情報を適時かつ適正に開示するための体制を整備する。情報開示委員会は、当社及びグ 
ループ会社における「財務報告に関する内部統制」の整備・運用状況並びに情報開示統制の有効性を検証する。 
 
ヘ 内部監査の実効性を確保するための体制 
「ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ 内部監査基本方針」に従い、グループすべての業務活動を対象として内部監査体制を整備し、効率的か 
つ実効性のある内部監査を実行する。当社の内部監査部門は、当社及びグループ国内保険会社が実施した内部監査の結果等のうち重要な事 
項、被監査部門における改善状況等を当社の取締役会に報告する。 
 
ト 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
文書管理規程に従い、取締役及び執行役員の職務の執行に係る文書その他の情報を適切に保存及び管理する。取締役及び監査役は、これら 
の情報を常時閲覧できるものとする。 
 
チ 監査役監査の実効性を確保するための体制 
ａ．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制 
監査役の職務を補助するため、監査役室を設け専任の従業員を置く。監査役室の組織変更、上記従業員の人事異動及び懲戒処分を行うにあた 
っては監査役会の同意を得るほか、人事考課についても監査役会が定める監査役と協議のうえ行う。 
ｂ．監査役への報告に関する体制 
取締役及び執行役員は、法令に定める事項のほか、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果、内部通報制度における通 
報状況および内容を遅滞なく監査役会に報告する。従業員は、経営上重大な不正・違法行為、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実につ 
いて、監査役会に直接報告することができるものとする。 
ｃ．その他 
監査役は、グループ経営会議等の重要な会議に出席する。また、取締役社長及び代表取締役は、監査役会と定期的に意見交換を行い、内部監 
査部門は、監査役の監査に協力する。 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 
当社は、反社会的勢力排除のための体制整備に取り組み、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み、不当・不正な要求には応じない旨を 
全役職員に徹底します。 
 
（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況 
イ．当社は、「ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ 反社会的勢力に対する基本方針」において全役職員が共有する基本姿勢と対応方針を定 
め、社内外に公表しています。 
ロ．当社は、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署を定めるとともに、反社会的勢力に関する対応マニュアルを定 
め、社内に公表しています。 
ハ．当社は、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を築き、情報収集や相談を積極的に行え 
る態勢を構築しています。 
ニ．当社は、反社会的勢力に関する社内研修を定期的に実施しています。 



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

－  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

【適時開示体制の概要】 
 
（１）基本的な姿勢 
 
当社においては、情報開示に係るコンプライアンスの観点及び企業の社会的責任を果たすうえで、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行う 
ことが不可欠との認識のもと、開示書類を適時かつ適正に作成するための統制を構築するとともに、情報開示統制の有効性を評価し、開示書類 
の記載内容の適正性を確認するための情報開示統制及び手続に関する社内規程を制定しています。 
 
（２）社内の統制 
 
イ．情報開示委員会 
取締役会の決議により、情報開示委員会を設置しています。情報開示委員会は、企画部門・経理部門その他情報開示に関連する各部門を担当 
する役員及び部長並びに社外取締役により構成し、情報開示に関する審議や開示情報の適正性の検証等を行っています。 
 
ロ．情報開示に関する統制及び手続 
上記（１）の社内規程に基づいて、以下の各部門がそれぞれの役割を果たすとともに、部門内の統制の有効性や手続の適切性について定期的に 
検証しています。 
ａ．当社各部及び子会社は、取締役会・グループ経営会議への付議事項、担当役員への報告事項等につき、証券取引所が定める適時開示項目 
に該当するか否かを判断します。 
ｂ．上記ａ．において、適時開示項目に該当すると判断した場合は、当社各部及び子会社は、その内容を総務部長に報告します。 
ｃ．総務部長は、上記ｂ．の報告を受けたときは、適時開示の要否の最終判断を行い、適時開示項目に該当する場合は、所定の手続により、情 
報開示を行います。 
ｄ．情報開示委員会は、適時開示を行う内容について報告を受け、その適正性を検証します。なお、必要に応じ、情報開示委員会において、事前 
に協議を行います。 
 
ハ．情報開示に関する統制の監査 
監査部は、定期的に、情報開示統制及び手続を対象とする内部監査を実施し、監査結果を取締役会に報告します。 

買収防衛策の導入の有無 なし
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・グループ経営モニタリング委員会

・リスク・コンプライアンス委員会
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 【適時開示体制の概要】 
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